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２

民
事
的
制
裁
に
よ
る
労
働
法
規
制
の
実
効
性

Ⅰ

問
題
の
所
在

１

民
事
的
制
裁
を
通
じ
た
労
働
法
上
の
義
務
の
履
行
促
進

労
働
法
上
の
規
制
の
多
く
、
例
え
ば
、
長
時
間
労
働
の
規
制
な
ど
は
、
使
用
者
に
一
定
の
義
務
を
課
し
、
労
働
行
政
に
よ
る
監
督
・
指

導
・
命
令
や
刑
事
罰
と
い
っ
た
公
法
的
な
手
段
・
制
裁
を
通
じ
て
、
使
用
者
に
そ
の
義
務
の
履
行
を
強
制
し
、
ま
た
は
促
進
す
る
。
特
に
刑

事
罰
は
、
強
制
の
手
段
と
し
て
強
力
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
罪
刑
法
定
主
義
や
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
、
そ
の
発
動
に
は
慎
重
な
対
応
が
求

め
ら
れ
る
た
め
、
実
際
に
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
実
効
性
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
効
果
的
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
例
え
ば
、
時
間
外
労
働
等
の
抑
制
と
い
う
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
時
間
外
・
深
夜
・
休
日
労
働
に
対
し
て
、
労
基
法

三
七
条
等
に
よ
る
割
増
賃
金
の
支
払
を
義
務
付
け
て
い
る
。
判
例
で
も
、

時
間
外
労
働
等
を
抑
制
し
、
も
っ
て
労
働
時
間
に
関
す
る
同
法

の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
労
働
者
へ
の
補
償
を
行
お
う
」

静
岡
県
教
職
員
事
件
・
最
一
小
判
昭
四
七
・
四
・
六
判
時
六
六
二
号
二

三
頁
、
医
療
法
人
康
心
会
事
件
・
最
二
小
判
平
二
九
・
七
・
七
裁
時
一
六
七
九
号
一
頁
参
照
）
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

割
増
賃
金
の
未
払
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
一
一
四
条
の
付
加
金
制
度
に
よ
る
倍
額
支
払
い
が
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
、

金
銭
的
な
負
担
を
回
避
す
べ
く
、
労
働
法
規
制
を
遵
守
す
る
動
機
付
け
と
な
る
。

た
だ
し
、
労
働
法
の
規
制
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
、
こ
う
し
た
民
事
的
な
制
裁
（
使
用
者
か
ら
労
働
者
へ
の
制
裁
的
、
付
加
的
な
金
銭

の
支
払
）
の
手
法
は
、
少
な
く
と
も
、
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
労
基
一
一
四
条
の
付
加
金
の
対
象
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は
、
解
雇
予
告
手
当
、
休
業
手
当
、
割
増
賃
金
、
年
休
に
対
す
る
賃
金
の
四
種
類
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
。
近
年
、
労
契
法
の
改
正
に
よ
り
、

雇
止
め
法
理
の
法
定
化
（
一
九
条
）
や
無
期
転
換
制
度
の
導
入
（
一
八
条
）
な
ど
、
有
期
労
働
契
約
を
制
限
す
る
法
政
策
を
実
現
す
る
た
め

の
規
制
が
盛
り
込
ま
れ
、
民
事
的
な
効
果
の
下
に
、
使
用
者
の
契
約
自
由
を
制
約
す
る
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
「
制
裁
」

と
い
う
趣
旨
ま
で
は
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
同
じ
「
制
裁
」
で
も
、
公
法
的
制
裁
（
刑
事
罰
や
行
政
罰
等
）
と
民
事
的
制
裁
と
で
は
、
使
用
者
と
っ
て
は
、
金
銭
的
負
担
を

生
じ
さ
せ
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
制
裁
的
金
銭
の
帰
属
先
が
国
（
公
法
的
制
裁
）
で
は
な
く
、
労
働
者
に
対
す
る
も
の

（
民
事
的
制
裁
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
者
が
訴
訟
に
よ
っ
て
権
利
を
実
行
す
る
誘
因
と
な
る
。
同
時
に
、
使
用
者
に
対
し
て
は
、
民
事

的
制
裁
を
通
じ
て
義
務
の
不
履
行
を
引
き
合
わ
な
い
も
の
と
し
て
遵
法
を
奨
め
る
効
果
が
あ
り
、
ま
た
、
刑
事
罰
よ
り
は
、
使
用
者
の
名

誉
・
信
用
を
傷
つ
け
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
労
働
法
政
策
の
実
現
手
段
と
し
て
は
、
刑
事
罰
に
比
べ
れ
ば
、
ソ
フ
ト
な
手
法
で
あ
る
も
の
の
、

一
定
の
効
果
が
期
待
し
得
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
中
国
お
け
る
「
労
働
契
約
の
書
面
化
」
と
い
う
政
策
実
現
の
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
取
り
上
げ

て
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
「
民
事
的
制
裁
」
と
は
、
法
違
反
に
対
す
る
使
用
者
か
ら
労
働
者
へ
の
制
裁
的
、
付
加
的
な

金
銭
支
払
義
務
を
定
め
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
い
わ
ゆ
る
遅
延
損
害
金
の
よ
う
な
損
害
賠
償
は
こ
れ
に
含
ま
な
い
。

２

労
働
契
約
の
書
面
化
と
労
働
条
件
の
明
示

⑴

労
働
契
約
の
書
面
化
に
関
す
る
諸
外
国
の
規
制

二
〇
〇
七
年
制
定
の
「
中
華
人
民
共
和
国
労
動
合
同
法
」

以
下
、

労
働
契
約
法
」
と
い
う
）
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
（
一

日
の
平
均
労
働
時
間
が
四
時
間
を
超
え
ず
、
一
週
の
労
働
時
間
が
累
計
二
四
時
間
を
超
え
な
い
）
を
除
い
て
（
六
八
条
）、
書
面
で
労
働
契

中国における労働契約の書面化とその実効性確保の手段（山下）

（84-３- ）649 89



約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
〇
条
一
項
）。
ま
た
、
労
働
契
約
に
お
い
て
、
労
働
契
約
の
期
間
、
職
務
内
容
、
勤
務
地
、
労
働
時

間
、
休
憩
休
暇
、
賃
金
、
社
会
保
険
、
安
全
衛
生
等
の
必
要
記
載
事
項
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
条
）。
労
働
契
約
は
、
使
用

者
と
労
働
者
が
協
議
一
致
し
、
使
用
者
と
労
働
者
が
労
働
契
約
の
書
面
上
に
署
名
あ
る
い
は
押
印
し
て
効
力
を
生
じ
る
（
一
六
条
）。
要
す

る
に
、
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
な
書
面
交
付
で
は
な
く
、
当
事
者
に
よ
る
契
約
書
へ
の
署
名
等
が
必
要
と
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

日
本
で
は
、
逆
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
、
労
働
条
件
通
知
書
と
い
う
書
面
の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
（
パ
ー
ト

労
働
法
六
条
）、
そ
れ
以
外
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
労
働
条
件
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
使
用
者
に
は
、
労
基
法
一
五
条
一
項
に
よ
り
労
働
条
件
明
示
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
は
就
業
規
則
の
交
付

に
よ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
労
契
法
四
条
二
項
で
は
、
契
約
当
事
者
は
書
面
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
個
々
の
労
働
者
と
の
間
で
、
使
用
者
が
労
働
契
約
を
書
面
で
締
結
す
る
義
務
ま
で
は
課
さ
れ
て
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
労
働
契
約
（
雇
用
契
約
）
は
、
口
頭
の
合
意
で
も
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
多
く
の
州
で
は
、
詐
欺
防
止
法
が

存
在
す
る
た
め
、
締
結
一
年
以
内
に
履
行
が
終
了
し
な
い
契
約
は
、
書
面
化
し
な
け
れ
ば
法
的
拘
束
力
を
否
定
さ
れ
る
。
一
年
を
超
え
る
期

間
を
定
め
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
書
面
の
作
成
が
必
要
に
な
る
が
、
大
多
数
の
労
働
者
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
よ

り
雇
用
さ
れ
て
お
り
、
契
約
書
を
作
成
し
な
い
の
が
む
し
ろ
通
例
で
あ
る
と
さ
れ
る１

）。

ド
イ
ツ
で
も
、
書
面
化
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
証
明
書
法
に
よ
り
、
労
働
関
係
開
始
の
一
か
月
後
ま
で
に
主
要
な
労
働
条
件
を

書
面
化
し
、
労
働
者
に
交
付
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
（
二
条
一
項２

））。
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
労
働
者
は
損
害
賠
償
請
求
を

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
も
同
様
で
あ
り
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
書
面
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
必
要
な
情
報
を
書

面
で
明
示
す
る
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
書
面
の
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
る３

））。
書

面
で
の
明
示
義
務
が
課
さ
れ
る
が
、
そ
の
義
務
違
反
に
対
す
る
法
的
効
果
（
制
裁
）
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
実
態
と
し
て
は
、
書
面
が
作
成

論 説
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さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
労
働
協
約
に
よ
っ
て
書
面
の
作
成
や
記
載
事
項
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
、
雇
用
条
件
明
細
書
の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
契
約
書
で
は
な
く
、
契
約
内
容
の
決
定
的
な
証
拠
と
も
な

ら
な
い
と
さ
れ
る４

）。

⑵

本
稿
の
課
題

以
上
の
よ
う
に
、
諸
外
国
で
も
、
労
働
条
件
を
明
示
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
一
定
の
労
働
条
件
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
さ
せ
る
こ
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
書
交
付
を
超
え
て
、
書
面
の
労
働
契
約
の
締
結
自
体
を
契
約
当
事
者
双
方
に
義

務
付
け
る
例
は
あ
ま
り
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
労
働
条
件
の
明
示
は
、
法
律
に
基
づ
い
た
使
用
者
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
義
務
違
反
に
対

し
て
、
罰
則
（
日
本５

））
や
損
害
賠
償
（
ド
イ
ツ６

））
に
よ
る
制
裁
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
法
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
賃
金
の
倍
額
支
払

と
い
う
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
実
効
性
確
保
手
段
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

労
働
契
約
法
」
上
の
義
務
を
履
行
し
な
い
使
用
者
に
対

し
て
、
一
種
の
制
裁
と
し
て
経
済
的
な
不
利
益
を
課
す
こ
と
と
し
、
そ
の
義
務
の
履
行
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、

労
働
契
約
法
」
の
規
定
の

実
効
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
制
裁
の
利
益
が
労
働
者
に
帰
属
す
る
こ
と
か
ら
、
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
そ
う
し

た
義
務
違
反
の
救
済
を
求
め
る
権
利
行
使
を
実
行
す
る
誘
因
と
な
る
。

こ
う
し
た
手
法
は
、

労
働
契
約
法
」
に
お
い
て
、
他
に
も
み
ら
れ
る
が
（
Ⅲ
２
⑴
参
照
）、
以
下
で
は
、
書
面
労
働
契
約
の
義
務
付
け
と

そ
の
違
反
に
対
す
る
賃
金
の
倍
額
支
払
の
制
度
に
着
目
し
て
、
そ
の
実
効
性
を
高
め
る
法
的
手
段
を
概
観
し
た
上
で
、
そ
の
手
段
を
め
ぐ
る

具
体
的
な
裁
判
例
を
見
て
い
く
。
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３

中
国
に
お
け
る
労
働
契
約
の
書
面
化
の
経
緯

⑴

書
面
義
務
化
の
経
緯

歴
史
的
に
見
る
と
、
改
革
開
放
政
策
以
前
の
中
国
で
は
、
労
働
者
の
労
働
の
場
を
確
保
す
る
た
め
、
労
働
力
の
配
置
は
国
家
が
独
占
的
に

管
理
し
、
各
企
業
に
分
配
し
て
い
た
（
統
一
分
配
制
度
）。
当
時
の
労
働
管
理
制
度
は
、
厳
格
な
雇
用
保
障
、
一
企
業
完
結
的
な
労
働
生
活
、

企
業
の
高
福
祉
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
固
定
工
制
度
と
よ
ば
れ
て
い
た７

）。
固
定
工
制
度
は
、
ま
さ
に
「
身
分
」
と
し
て
の
労
働
者

で
あ
っ
て
、
企
業
（
使
用
者
）
と
労
働
者
の
間
で
「
労
働
契
約
」
を
締
結
し
、
そ
の
内
容
を
決
定
し
、
双
方
が
履
行
す
る
と
い
う
発
想
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、
固
定
工
は
、
企
業
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
享
有
す
る
以
上
、
生
活
（
と
そ
れ
支
え
る
労
働
条

件
・
福
利
厚
生
等
）
は
保
障
さ
れ
て
お
り
、
企
業
と
労
働
者
と
の
間
で
労
働
条
件
を
文
書
で
確
認
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
問
題
と

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

一
九
七
八
年
一
二
月
に
改
革
開
放
政
策
に
転
じ
て
以
降
、
中
国
は
、
外
資
系
企
業
に
限
定
し
て
労
働
契
約
（
原
語
は
「
労
動
合
同
」）
制

度
を
実
施
し
て
い
た
が
、
一
九
八
六
年
以
降
採
用
さ
れ
る
国
営
企
業
の
従
業
員
に
も
、
一
般
的
に
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
労
働
契
約
制
度

の
導
入
は
、
強
固
な
終
身
的
身
分
保
障
（
国
家
に
よ
る
仕
事
の
配
分
か
ら
退
職
後
の
生
活
保
障
も
含
め
て
）
と
年
功
的
賃
金
制
度
を
改
め
、

当
事
者
の
合
意
に
よ
る
採
用
と
労
働
条
件
（
賃
金
等
）
決
定
お
よ
び
一
定
事
由
の
下
に
お
け
る
解
雇
（
雇
用
調
整
）
の
実
施
を
可
能
に
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
実
際
に
は
、
国
有
（
営
）
企
業
等
の
正
規
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
制
度
の
導
入
に
よ
り
大
き
く
労
働
制
度
が
変
わ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
九
九
〇
年
代
か
ら
増
加
し
た
農
民
工
等
の
非
正
規
労
働
者
に
つ
い
て
、
労
働
条
件
の
不
明
確
さ
が
問
題
と
な

り
、
書
面
の
労
働
契
約
に
よ
り
内
容
を
明
確
に
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
。
そ
の
後
、
市
場
経
済
化
の
進
展
に
伴
い
、
一
般
の
労
働
者
で
も
、

短
期
的
な
雇
用
が
広
が
り
、
ま
た
、
労
働
条
件
の
不
明
確
さ
へ
の
対
応
が
重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
書
面
の
労
働
契
約
を
締
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結
さ
せ
る
た
め
の
実
効
性
を
持
っ
た
方
策
が
必
要
と
な
っ
た
。

⑵

書
面
義
務
化
の
立
法
目
的

そ
し
て
、
中
国
に
お
い
て
、
諸
外
国
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
書
面
労
働
契
約
の
締
結
を
義
務
付
け
る
方
法
が
と
ら
れ
た
背
景
と
し
て
、

二
つ
の
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
い
る８

）。
第
一
に
、
欧
米
諸
国
で
は
、
市
場
の
信
用
度
が
高
い
た
め
に
、
口
頭
の
契
約
で
も
履
行
の
実
効
性
が
保

た
れ
る
が
、
現
段
階
の
中
国
で
は
、
市
場
の
信
用
度
が
低
い
た
め
、
書
面
の
契
約
で
も
履
行
率
が
高
く
な
い
こ
と
か
ら
、
い
わ
ん
や
口
頭
の

契
約
の
場
合
、
そ
の
履
行
を
保
障
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難
に
な
る
。
第
二
に
、
欧
米
諸
国
で
は
、
労
働
基
準
が
整
備
さ
れ
、
労
働
協
約
や
就

業
規
則
が
比
較
的
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
一
般
に
整
備
さ
れ
、
具
体
的
で
あ
っ
て
、
個
々
の
労
働
契
約
に
よ
っ
て
個
別
に
合
意
さ
れ

る
権
利
義
務
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
し
か
し
、
現
段
階
の
中
国
で
は
、
欧
米
諸
国
の
よ
う
な
状
態
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
書
面
方
式
を
採

用
し
な
け
れ
ば
、
労
働
の
権
利
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
明
確
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
書
面
労
働
契
約
の
締
結
を
義

務
付
け
て
い
る
と
さ
れ
る
。

な
お
、
労
働
契
約
の
書
面
化
等
は
、
労
働
契
約
の
内
容
（
労
働
条
件
）
を
明
確
化
す
る
う
え
で
は
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、
他
方
で
、
書
面

化
さ
れ
た
内
容
に
当
事
者
（
労
働
者
）
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
必
ず
し
も
内
容
的
に
合
理
性
の
な
い
条
項
（
覇
王
条
項
と
も
呼
ば

れ
る
）
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
（
例
え
ば
、
ト
イ
レ
の
時
間
・
回
数
の
厳
格
な
制
限
等
）、
書
面
化
を
め
ぐ
る
問
題
も
少
な
く
な
い９

）。
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Ⅱ

労
働
契
約
の
書
面
化
の
実
効
性
確
保
の
方
法

１

書
面
労
働
契
約
の
締
結
の
義
務
化

⑴

義
務
化
の
方
法

労
働
契
約
法
」
で
は
、
労
働
契
約
を
書
面
で
締
結
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
一
〇
条
）。
労
働
契
約
に
お
い
て
、
労
働
契
約
の
期
間
、

職
務
内
容
、
勤
務
地
、
労
働
時
間
、
休
憩
休
暇
、
賃
金
、
社
会
保
険
、
安
全
衛
生
等
の
必
要
記
載
事
項
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一

七
条
）。
こ
う
し
た
書
面
性
の
要
件
は
、
一
九
九
五
年
施
行
の
「
中
華
人
民
共
和
国
労
動
法
」

以
下
、

労
働
法
」
と
い
う
）
に
お
い
て
も

定
め
ら
れ
て
お
り
、
労
働
契
約
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
事
後
的
な
紛
争
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
違
反
に
対
す
る

制
裁
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
実
態
と
し
て
は
、
書
面
が
な
い
場
合
も
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
七
年
の
「
労
働
契
約
法
」
で

は
、
違
反
に
対
す
る
制
裁
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
厳
格
な
要
式
性
と
そ
れ
に
対
す
る
違
反
へ
の
制
裁
は
、
中
国
の
労
働
法
の
大

き
な
特
徴
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
書
面
労
働
契
約
の
締
結
義
務
の
実
効
性
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
、
「
労
働
契
約
法
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
制
裁
が

使
用
者
に
課
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
せ
ず
に
、
実
際
の
労
務
提
供
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
一
か
月
以
内
に
書

面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
〇
条
二
項
）。
一
か
月
を
超
え
て
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
、
使
用
者
は
、

労
働
者
に
対
し
て
、
二
倍
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
二
条
一
項
）。
な
お
、
二
〇
〇
八
年
九
月
施
行
の
「
中
華
人
民
共
和

国
労
動
合
同
法
実
施
条
例
」

以
下
、

実
施
条
例
」
と
い
う
）
六
条
二
項
で
は
、
同
条
一
項
に
規
定
す
る
使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
う
二
倍

相
当
額
の
賃
金
の
支
払
起
算
日
は
労
働
者
が
就
労
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
か
月
の
翌
日
と
し
、
支
払
の
最
後
の
日
は
書
面
に
よ
る
労
働
契
約

を
締
結
し
た
日
の
前
日
と
す
る
。
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さ
ら
に
、
採
用
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
て
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
が
成
立
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
（

労
働
契
約
法
」
一
四
条
三
項
）。
併
せ
て
、
速
や
か
に
労
働
者
と
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

実

施
条
例
」
七
条
）。
な
お
、
同
条
に
は
、
満
一
年
の
前
日
ま
で
は
二
倍
の
賃
金
支
払
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
年
目
経
過
以
降
に
つ
い
て

は
、
特
に
定
め
が
な
い
。
一
方
で
、

労
働
契
約
法
」
八
二
条
二
項
で
は
、
使
用
者
は
、

労
働
契
約
法
」
の
規
定
に
違
反
し
て
労
働
者
と
期

間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
場
合
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
す
べ
き
日
か
ら
労
働
者
に
対
し
て
、
二
倍

の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

⑵

労
働
契
約
を
更
新
し
た
場
合
の
二
倍
賃
金
の
支
払
義
務
の
発
生
時
期

理
論
的
に
、
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
に
も
、
新
た
な
労
働
契
約
の
締
結
が
必
要
に
な
る
が
、
更
新
し
た
契
約
を
未
締
結
の
と
き
に
は
、

い
つ
の
時
点
か
ら
二
倍
賃
金
の
支
払
が
必
要
に
な
る
か
が
問
題
と
な
る
。
要
す
る
に
、
二
回
目
の
契
約
の
開
始
か
ら
一
か
月
後
（
猶
予
期
間

あ
り
）
と
な
る
の
か
、
条
文
上
「
就
労
さ
せ
た
日
」
か
ら
と
な
る
の
か
（
最
初
の
契
約
か
ら
一
か
月
が
猶
予
期
間
の
た
め
、
二
回
目
以
降
に

は
猶
予
期
間
は
な
し
）
と
い
う
違
い
が
生
じ
る
。
裁
判
例
で
は
、
後
者
の
立
場
を
と
り
、
そ
の
理
由
付
け
と
し
て
は
、

就
労
さ
せ
た
日
」

と
い
う
文
言
解
釈
に
加
え
、
北
京
市
の
規
定
か
ら
、
更
新
の
際
に
は
、
一
か
月
前
ま
で
に
更
新
ま
た
は
終
了
の
手
続
を
と
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
た
め
、
既
に
一
か
月
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
の
実
質
的
な
解
釈
を
と
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

【
参
考
裁
判
例
①
】

北
京
九
鼎
易
物
科
貿
有
限
責
任
公
司
訴
李
楠
労
働
争
議
案
・
北
京
市
朝
陽
区
人
民
法
院
（
二
〇
一
四
）
朝
民
初
字
第

〇
四
三
三
一
号
民
事
判
決
書10

）

【
事
実
の
概
要
】

二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日
、
Ｘ
は
Ｙ
社
に
入
社
し
、
当
日
、
二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日
か
ら
二
〇
一
三
年
五
月
二
三
日
ま
で
の
労
働
契
約
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を
締
結
し
た
。
Ｙ
社
は
、
期
間
満
了
前
に
Ｘ
に
対
し
て
契
約
更
新
同
意
書
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
賃
金
の
増
額
を
要
求
し
、
Ｙ
社
は
部

分
的
に
は
Ｘ
の
要
求
を
容
れ
た
が
、
双
方
は
労
働
契
約
の
締
結
に
は
至
ら
ず
、
労
働
契
約
の
期
間
満
了
に
至
っ
て
も
、
合
意
し
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
紛
争
を
避
け
る
た
め
に
、
Ｙ
社
は
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
五
日
に
Ｘ
に
対
し
、
労
働
関
係
通
知
書
と
労
働
契
約
終
了
協
議
書
を
送

付
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
労
働
契
約
の
未
締
結
の
原
因
は
Ｘ
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
は
、
経
済
補
償
金
の
基
準
に
従
い
支
払
い

を
す
る
が
、
賠
償
金
は
支
払
わ
ず
、
一
か
月
の
猶
予
期
間
中
（
二
〇
一
三
年
五
月
二
四
日
か
ら
六
月
二
三
日
）
の
二
倍
賃
金
の
支
払
は
し
な

い
と
し
た
。

【
判
決
の
要
旨
】

労
働
契
約
法
」
一
〇
条
二
項
は
「
既
に
労
働
関
係
を
形
成
し
た
が
、
同
時
に
書
面
に
よ
り
労
働
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
場
合
は

労
働

者
を
就
労
さ
せ
た
日
か
ら
一
か
月
以
内
に
、
書
面
に
よ
る
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
、

北
京
市
労
働
契
約
規

定
」
一
四
条
で
は
、

労
働
契
約
の
期
間
満
了
前
に
、
使
用
者
は
三
〇
日
前
ま
で
に
労
働
契
約
の
終
了
も
し
く
は
更
新
の
意
向
を
書
面
形
式

で
労
働
者
に
通
知
し
、
協
議
を
経
て
、
労
働
契
約
の
終
了
も
し
く
は
更
新
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
…
…
双

方
が
、
一
年
の
労
働
契
約
期
間
満
了
後
、
労
働
契
約
更
新
の
署
名
を
し
て
い
な
い
場
合
、

労
働
契
約
法
」
一
〇
条
二
項
の
「
労
働
者
を
就

労
さ
せ
た
日
か
ら
一
か
月
以
内
」
に
明
ら
か
に
当
た
ら
ず
、
…
…
一
か
月
の
猶
予
期
間
に
は
含
ま
れ
な
い
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
三

年
五
月
二
四
日
か
ら
六
月
二
五
日
ま
で
の
…
…
二
倍
の
賃
金
支
払
の
差
額

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

書
面
労
働
契
約
を
締
結
し
な
い
労
働
者

⑴

労
働
契
約
を
締
結
し
な
い
労
働
者
へ
の
対
応

二
〇
〇
七
年
制
定
の
「
労
働
契
約
法
」
施
行
前
に
お
い
て
、
労
働
契
約
の
締
結
率
は
二
〇
％
に
も
満
た
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
二
〇
〇
八
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年
一
月
の
施
行
か
ら
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
の
間
に
、
大
多
数
の
地
区
で
締
結
率
は
九
八
％
に
も
達
し
た
と
い
わ
れ
る11

）。
他
方
で
、
こ
う
し

た
使
用
者
に
対
す
る
制
裁
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
悪
用
す
る
労
働
者
も
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
え
て
労
働
契
約
に
署
名
を
せ

ず
に
あ
る
い
は
そ
れ
を
遅
延
さ
せ
、
勤
務
開
始
か
ら
一
か
月
を
超
過
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
使
用
者
に
二
倍
の
賃
金
を
請
求
す
る
労
働
者
が

出
て
き
た
の
で
あ
る12

）。

そ
こ
で
、

労
働
契
約
法
」
施
行
か
ら
わ
ず
か
九
か
月
後
の
二
〇
〇
八
年
九
月
に
施
行
さ
れ
た
「
実
施
条
例
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
規
定

を
盛
り
込
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
が
使
用
者
と
の
書
面
労
働
契
約
を
締
結
し
な
い
と
き
の
取
扱
い
と
し
て
、
五
条
で
は
、
労
働
者
が
就

労
開
始
の
日
か
ら
一
か
月
以
内
に
、
使
用
者
か
ら
書
面
で
通
知
さ
れ
て
も
使
用
者
と
書
面
に
よ
る
労
働
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
、
使
用
者

は
労
働
者
に
対
す
る
書
面
の
通
知
に
よ
り
労
働
関
係
を
終
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
労
働
者
に
経
済
補
償
金13

）を
支
払
う
必

要
は
な
い
が14

）、
法
に
基
づ
き
労
働
者
が
実
際
に
勤
務
し
た
時
間
に
応
じ
た
労
働
報
酬
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
六
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
一
か
月
を
超
え
て
、
労
働
者
が
使
用
者
と
書
面
に
よ
る
労
働
契
約
の
締
結
を
し
な
い
場
合
、
使
用
者
は

労
働
者
に
対
す
る
書
面
の
通
知
に
よ
り
労
働
関
係
を
終
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

労
働
契
約
法
」
四
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
補
償

金
を
支
払
う
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
が
一
か
月
以
内
に
労
働
関
係
を
終
了
せ
ず
、
一
か
月
経
過
後
に
終
了
さ
せ
た
場
合
に
は
、
賃
金
の
一

か
月
分
の
経
済
補
償
金
の
支
払
う
必
要
が
生
じ
る
。

⑵

実
際
の
紛
争
事
例

こ
の
種
の
紛
争
で
訴
訟
（
裁
判
例
）
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
労
働
契
約
を
実
際
に
締
結
す
る
人
事
担
当
者
の
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

労
働
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
労
働
者
で
あ
り
な
が
ら15

）、
人
事
担
当
者
と
し
て
、
使
用
者
側
を
代
表
し
て
労
働
契
約
の
締
結
の
事
実
上
の
行
為

者
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
労
働
者
と
し
て
の
人
事
担
当
者
が
、
事
後
的
に
二
倍
の
賃
金
支
払
い
を
求
め
た
場
合
、
裁
判
例
は
分
か
れ
て
い
る
。

一
般
論
と
し
て
は
、
二
倍
賃
金
の
支
払
い
義
務
は
使
用
者
に
あ
り
、
そ
の
義
務
を
免
れ
る
た
め
の
立
証
責
任
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
労
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働
者
に
過
失
が
あ
る
こ
と
を
立
証
で
き
れ
ば
、
労
働
者
か
ら
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
現
実
の
判
断
基
準
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
使
用
者
は
、
労
働
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
労
働
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
す
る
等
の
適
切
な
措
置
を
と
れ
ば
、
労
働

者
は
適
時
に
署
名
等
を
し
て
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
労
働
契
約
の
解
約
（
解
雇
）
の
威
嚇
の
下
に
、
労
働
者
の
契
約
締
結
行
為
を

履
行
さ
せ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

【
参
考
裁
判
例
②
】

拼
牌
（
中
国
）
有
限
公
司
訴
張
楽
強
労
働
争
議
案
・
復
権
省
廈
門
市
中
級
人
民
法
院
（
二
〇
一
二
）
厦
民
終
字
第
一

八
九
九
号
民
事
判
決
書16

）

【
事
実
の
概
要
】

Ｙ
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
九
日
に
Ｘ
社
に
入
社
し
、
副
総
経
理
に
就
任
し
、
Ｘ
社
の
人
事
業
務
を
担
当
し
、
月
給
は
一
万
元
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
二
年
一
月
四
日
、
Ｘ
社
と
Ｙ
は
労
働
関
係
を
解
除
し
た
。
Ｙ
は
、
経
済
補
償
金
と
二
倍
賃
金
の
支
払
い
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
一
審

は
Ｘ
の
請
求
を
認
め
た
。

【
判
決
の
要
旨
】

労
働
契
約
未
締
結
の
二
倍
賃
金
は
法
に
よ
り
労
働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
負
う
べ
き
責
任
で

あ
り
、
一
定
の
懲
罰
的
な
性
質
を
有
す
る
。
本
件
で
は
労
働
契
約
の
未
締
結
の
事
実
が
確
か
に
存
在
し
、
労
働
契
約
の
未
締
結
の
責
任
が
Ｘ

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
Ｙ
社
は
証
拠
に
基
づ
い
て
立
証
で
き
て
お
ら
ず
、
か
つ
Ｘ
が
労
働
契
約
の
締
結
を
拒
絶
し
た
事
実
も
な
く
、
Ｙ
社
は
、

使
用
を
停
止
す
る
措
置
を
完
全
に
と
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
法
律
的
に
負
う
べ
き
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
た
が
っ
て
）

Ｙ
社
が
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
二
倍
賃
金
の
支
払
い
差
額
支
払
い
を
認
め
た
一
審
の
判
断
に
不
当
な
点
は
な

い
。
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【
参
考
裁
判
例
③
】

梁
友
新
訴
珠
海
同
益
製
薬
有
限
公
司
労
働
契
約
案
・
広
東
省
珠
海
中
級
人
民
法
院
（
二
〇
一
四
）
珠
中
法
民
一
終
字

第
三
五
七
号
民
事
判
決
書17

）

【
事
実
の
概
要
】

Ｘ
は
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
九
日
、
Ｙ
社
に
入
社
し
、
人
事
部
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
職
務
に
従
事
し
、
会
社
の
公
印
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ

た
。
二
〇
一
〇
年
一
月
九
日
、
Ｘ
と
Ｙ
社
は
、
労
働
契
約
を
締
結
し
、
契
約
期
間
は
二
〇
一
三
年
一
月
九
日
と
し
た
。
契
約
期
間
満
了
後
、

Ｙ
社
と
Ｘ
は
契
約
を
更
新
し
て
い
な
い
。
Ｘ
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
〇
日
以
降
二
倍
の
賃
金
支
払
い
を
求
め
た
。
一
審
は
Ｘ
の
請
求
を
棄

却
し
た
。

【
判
決
の
要
旨
】

Ｘ
は
、
Ｙ
社
の
人
事
部
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
い
う
と
し
て
も
、
そ
の
本
人
が
Ｙ
社
を
代
表
し
て
労
働
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
し
、
そ
の
業
務
の
職
責
に
基
づ
け
ば
、
本
人
の
労
働
契
約
の
期
間
が
満
了
し
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
期
間
満
了
の
前
に
労
働
契
約
の
更
新
の
手
続
を
と
っ
て
、
Ｙ
社
に
更
新
す
る
か
ど
う
か
を
提
案
す
べ
き
で
あ
る
が
、
Ｘ
が
そ
の
手

続
を
と
り
、
Ｙ
社
が
こ
れ
を
拒
絶
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
が
労
働
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
重
大

な
過
失
は
Ｘ
に
あ
り
、
二
倍
賃
金
の
差
額
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
一
審
判
決
に
不
当
な
点
は
な
い
。

３

二
倍
賃
金
支
払
義
務
の
範
囲

⑴

一
年
目
以
内
の
二
倍
賃
金
の
支
払
い
義
務
の
有
無

以
上
の
よ
う
に
、
就
労
の
開
始
か
ら
労
働
契
約
の
締
結
ま
で
を
段
階
的
に
見
る
と
、
第
一
段
階
（
採
用
・
就
労
開
始
か
ら
一
か
月
ま
で
）

は
猶
予
期
間
が
置
か
れ
て
お
り
、
最
初
の
一
か
月
間
に
お
い
て
は
、
二
倍
賃
金
の
支
払
は
不
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
、
使
用
者
が
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書
面
労
働
契
約
を
交
付
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
が
こ
れ
に
署
名
等
し
な
い
場
合
、
使
用
者
は
経
済
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
な

く
、
労
働
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
第
二
段
階
（
一
か
月
を
超
え
て
一
年
目
終
了
日
の
前
日
ま
で
）
に
お
い
て
、
書
面
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
労
働

者
は
使
用
者
に
対
し
て
二
倍
の
賃
金
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
労
働
者
が
書
面
労
働
契
約
の
締
結
に
応
じ
な
い
場

合
に
は
、
使
用
者
は
労
働
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
か
月
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
一
か
月
分
の
経
済
補
償
金
の
支
払
い
を

要
す
る
。

⑵

一
年
目
以
降
の
二
倍
賃
金
の
支
払
義
務
の
有
無

さ
ら
に
、
第
三
段
階
（
一
年
目
の
当
日
か
ら
書
面
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
）
で
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を

締
結
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
第
三
段
階
に
お
い
て
も
、
二
倍
賃
金
の
支
払
が
強
制
さ
れ
る
か
は
、

実
施
条
例
」
七
条
の
規
定
か

ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
点
、
中
国
に
お
い
て
、
労
働
契
約
に
期
間
の
定
め
を
置
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
有
期
労
働
契
約
の
場
合
に
は
、
期
間
満
了
に
よ

り
終
了
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
正
当
事
由
が
な
け
れ
ば
、

解
雇
で
き
ず18

）、
解
雇
の
法
規
制
は
比
較
的
厳
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
に
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
ほ
う
が
、
雇
用
保
障

の
機
能
が
強
く
、

労
働
契
約
法
」
一
四
条
二
項
で
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
労
働
者
と
労
働
契
約
を
締
結
す
る
使
用
者
に
対
し
て
、
期

間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
締
結
を
義
務
付
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
勤
続
一
〇
年
以
上
の
労
働
者
（
一
号
）、
二
回
連
続
で
期
間
の
定
め

の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
労
働
者
（
三
号
）
な
ど
に
つ
い
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
使
用
者
は
、

労
働
契
約
法
」
の
規
定
に
違
反
し
て
労
働
者
と
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て

い
な
い
場
合
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
す
べ
き
日
か
ら
労
働
者
に
対
し
て
、
二
倍
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
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す
る
（
八
二
条
二
項
）。
こ
こ
で
、
一
四
条
三
項
は
「
み
な
し
規
定
」
で
あ
り
、
同
条
二
項
の
よ
う
に
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
義
務
規
定
」
で
は
な
い
。
義
務
規
定
に
は
違
反
が
観
念
で
き
る
が
、
制
裁
的
な
規
定
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、

み
な
し
規
定
に
違
反
を
観
念
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
や
や
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、

実
施
条
例
」
七
条
は
「
速
や
か
に
労
働
者
と
書
面

の
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

労
働
契
約
法
」
八
二
条
二
項
に
い
う
「
本
法
の
規
定
に

違
反
し
て
」
に
は
該
当
し
な
い
と
も
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
年
を
超
え
て
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
に
は
、
二
倍
賃
金

の
支
払
は
不
要
で
あ
り
、
一
か
月
経
過
後
一
年
ま
で
が
二
倍
賃
金
の
支
払
期
間
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

他
方
で
、
一
年
目
経
過
以
降
も
、
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
以
上
、
二
倍
の
賃
金
支
払
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
も

あ
る
。
つ
ま
り
、

労
働
契
約
法
」
八
二
条
二
項
所
定
の
「
本
法
の
規
定
に
違
反
す
る
」
事
情
に
当
た
り
、
同
項
に
基
づ
き
二
倍
の
賃
金
支

払
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る19

）。

４

二
倍
賃
金
の
性
質
と
時
効
の
起
算
点

⑴

労
働
紛
争
仲
裁
の
申
立
時
効

労
働
紛
争
調
停
仲
裁
法
」
二
七
条
は
、
一
項
で
「
労
働
紛
争
の
仲
裁
の
時
効
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。
仲
裁
の
時
効
期
間
は
、
当
事
者

が
そ
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
日
か
ら
起
算
す
る
。」
と
定
め
、
労
働
紛
争
の
申
立
て
に
関
す
る
一
般
時
効

を
定
め
る
。
申
立
時
効
は
、
そ
の
時
効
の
期
限
ま
で
に
申
立
て
を
し
な
い
場
合
は
、
権
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
れ
以
降
は
、

救
済
機
関
で
の
救
済
を
し
な
い
仕
組
み
で
あ
る
。

同
条
二
項
で
は
「
前
項
に
定
め
る
仲
裁
の
時
効
は
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
当
事
者
に
権
利
を
主
張
し
、
関
係
部
門
に
権
利
の
救
済
を

請
求
し
…
…
た
こ
と
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。
仲
裁
の
時
効
期
間
は
、
中
断
時
か
ら
新
た
に
起
算
さ
れ
る
。」
と
定
め
る
。
い
わ
ゆ
る
時
効

（84-３- ）661 101
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の
中
断
効
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
年
間
全
く
放
置
し
て
い
れ
ば
時
効
が
完
成
す
る
が
、
そ
の
途
中
で
一
度
で
も
権
利
主
張
や
救
済
申

立
て
を
す
れ
ば
、
時
効
の
進
行
が
い
っ
た
ん
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
同
条
四
項
で
は
「
労
働
関
係
の
存
続
期
間
に
お
い
て
、
労
働
報
酬
の
支
払
い
の
遅
延
に
起
因
し
て
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
、
労

働
者
に
よ
る
仲
裁
の
申
立
て
は
、
本
条
第
一
項
に
定
め
る
仲
裁
の
時
効
期
間
の
制
限
を
受
け
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
関
係
の
終
了
日
か
ら
一

年
以
内
に
申
し
立
て
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
労
働
報
酬
に
関
す
る
特
殊
時
効
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、

賃
金
は
月
々
請
求
権
が
発
生
す
る
が
、
在
職
中
に
申
立
て
を
す
る
の
は
難
し
い
場
合
も
あ
り
、
最
後
の
賃
金
支
払
い
が
な
さ
れ
て
か
ら
一
年

以
内
に
申
立
て
を
す
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
賃
金
請
求
が
可
能
と
な
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
二
倍
賃
金
の
法
的
性
質
で
あ
る
。
書
面
労
働
契
約
の
未
締
結
に
関
す
る
二
倍
賃
金
の
支
払
請
求
の
事
案
で
は
、

通
常
、
二
倍
の
う
ち
基
礎
と
な
る
賃
金
（
基
礎
賃
金
）
は
、
毎
月
の
賃
金
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
付
加
さ
れ
た
部
分
（
付
加

賠
償
部
分
）
の
支
払
い
が
訴
訟
で
支
払
請
求
の
対
象
と
な
る
。

⑵

二
倍
賃
金
の
性
質

そ
し
て
、
二
倍
賃
金
の
法
的
性
格
と
し
て
、
第
一
に
、
全
体
（
基
礎
賃
金
＋
付
加
賠
償
部
分
）
と
し
て
、
制
裁
的
な
法
的
責
任
を
課
し
た

も
の
と
理
解
し
、
二
七
条
四
項
の
適
用
（
特
殊
時
効
）
を
受
け
ず
、
同
条
一
項
の
一
般
時
効
の
適
用
を
受
け
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
つ

ま
り
二
倍
「
賃
金
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

労
働
契
約
法
」
第
七
章
「
法
律
責
任
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
懲
罰
的
賠
償
金

の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
す
る20

）。

ま
た
、
第
二
に
、
基
礎
賃
金
は
報
酬
の
性
格
を
有
す
る
た
め
、
特
殊
時
効
の
適
用
を
受
け
る
が
、
付
加
賠
償
部
分
は
法
的
責
任
（
制
裁

罰
）
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
特
殊
時
効
の
適
用
を
受
け
な
い
。
た
だ
し
、
上
述
の
通
り
、
一
般
的
に
は
、
基
礎
賃
金
は
支
払
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
で
問
題
と
な
る
の
は
付
加
賠
償
部
分
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
処
理
は
、
第
一
の
場
合
と
同
じ
と
な
る
た
め
、
法
的
性
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質
の
理
解
か
ら
は
、
大
き
な
結
論
の
違
い
は
生
じ
な
い
。

⑶

時
効
の
起
算
点

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
時
効
の
起
算
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

毎
月
二
倍
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
二
倍
の
賃
金
支
払
義
務
は
、
毎
月
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
か
月
ご
と
に
時
効
が
成
立
す
る
と
す
る
。

第
二
に
、
二
倍
賃
金
支
払
は
、
連
続
す
る
行
為
で
あ
り
、
連
続
す
る
違
法
行
為
が
そ
の
最
後
の
行
為
が
終
わ
っ
た
と
き
か
ら
時
効
期
間
の

計
算
が
始
ま
る
が
、
連
続
す
る
行
為
は
そ
の
一
連
の
行
為
自
体
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
時
効
の
効
果
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
報
酬
に

連
動
し
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

労
働
紛
争
調
停
仲
裁
法
」
二
七
条
四
項
の
趣
旨
か
ら
も
こ
う
し
た
解
釈
が
適
当
で
あ
る
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
時
効
消
滅
す
る
前
に
請
求
が
な
さ
れ
る
限
り
、
一
年
経
過
以
前
の
二
倍
賃
金
支
払
ま
で
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ

ま
り
、
付
加
賠
償
部
分
は
報
酬
で
は
な
く
、
制
裁
的
な
金
銭
で
あ
り
、
一
般
時
効
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
、
連
続
（
継
続
）
す
る
行
為
と

の
解
釈
を
と
っ
て
、
実
質
的
に
、
特
殊
時
効
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
例
で
は
、
第
二
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
が
あ

る
。こ

う
し
た
申
立
時
効
の
起
算
点
と
い
う
問
題
は
、
労
働
者
の
請
求
を
通
じ
た
民
事
的
制
裁
に
付
随
す
る
論
点
で
あ
り
、
法
律
上
の
請
求
を

行
う
に
当
た
っ
て
、
一
定
期
間
の
時
効
（
あ
る
い
は
除
斥
期
間
）
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る21

）。

【
参
考
裁
判
例
④
】

王
遠
学
訴
重
慶
多
営
運
輸
有
限
公
司
労
働
争
議
案
・
重
慶
市
江
津
区
人
民
法
院
（
二
〇
一
三
）
津
法
民
初
字
第
〇
〇

三
三
五
号
民
事
判
決
書22

）

【
事
案
の
概
要
】

Ｘ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
に
設
立
さ
れ
た
Ｙ
社
で
勤
務
し
て
い
た
が
、
双
方
は
書
面
の
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
。
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Ｘ
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
三
〇
日
、
労
働
保
障
監
察
大
隊
に
労
働
契
約
の
未
締
結
状
態
を
申
告
し
、
さ
ら
に
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
四

日
、
労
働
人
事
争
議
仲
裁
院
に
仲
裁
申
請
を
し
、
二
倍
の
賃
金
支
払
い
な
ど
を
求
め
た
。
仲
裁
院
は
、
既
に
時
効
が
成
立
し
て
い
る
と
し
て
、

こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
人
民
法
院
に
提
訴
し
た
。

【
判
決
の
要
旨
】

Ｙ
社
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
か
ら
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
四
日
ま
で
の
間
Ｘ
と
の
労
働
契
約
書
を
締
結
せ
ず
、
…
…
ゆ
え
に
二

〇
一
一
年
一
月
一
五
日
か
ら
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
…
…
二
月
の
賃
金
と
の
差
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
…
…
Ｘ
は
…
…
二
〇
一
二
年
一
〇
月
三
〇
日
に
労
働
保
障
監
察
大
隊
に
労
働
契
約
の
未
締
結
の
事
実
を
申
告
し
て
お
り
、
こ
れ
は
関

係
部
門
へ
権
利
の
救
済
を
請
求
し
た
状
況
に
当
た
る
の
で
、
仲
裁
の
時
効
の
中
断
の
効
果
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
四

日
に
Ｘ
は
仲
裁
院
に
仲
裁
申
請
を
し
た
日
は
、
一
年
の
仲
裁
の
時
効
を
超
え
て
い
な
い
。
…
…
Ｙ
社
は
Ｘ
に
…
…
二
倍
賃
金
の
差
額
三
三
〇

〇
〇
元
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅲ

終
わ
り
に

１

本
稿
の
ま
と
め

中
国
で
は
、
一
か
月
を
超
え
て
書
面
労
働
契
約
の
締
結
を
し
な
い
場
合
に
、
使
用
者
に
二
倍
賃
金
の
支
払
い
を
義
務
付
け
、
他
方
で
、
締

結
に
応
じ
な
い
労
働
者
に
対
し
て
は
、
労
働
契
約
を
解
約
（
解
雇
）
さ
れ
る
と
い
う
威
嚇
の
下
で
、
こ
れ
に
応
ず
べ
き
こ
と
を
定
め
て
お
り
、

こ
の
よ
う
に
し
て
、
両
当
事
者
に
対
し
て
、
書
面
の
労
働
契
約
締
結
行
為
の
履
行
を
強
制
し
て
い
る
。
立
法
目
的
は
、
労
働
契
約
内
容
を
明

確
に
し
、
未
然
に
紛
争
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
中
国
が
、
契
約
社
会
と
し
て
十
分
に
成
熟
し
て
い
な

（法政研究84-３- ）104 664

論 説



い
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
就
業
規
則
や
労
働
協
約
が
中
国
で
も
広
く
機
能
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
労
働
契
約
締
結
行
為
の
強

制
は
不
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
、
こ
う
し
た
義
務
化
を
廃
止
す
る
動
き
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
裁
判
例
で
も
、
労
働
者
の
二
倍
賃
金
請
求
の
事
件
は
比
較
的
多
く
争
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
使
用
者
と
し
て
も
対
応

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
か
な
り
の
範
囲
で
、
労
働
契
約
の
書
面
化
は
実
現
さ
れ
、
政
策
の
実
現
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
民
事
的
制
裁
の
手
法
に
も
一
定
の
効
果
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
比
較
的
短
期
の
労
働
者
、
例
え
ば
、
出
稼
ぎ
労
働
者
な
ど
の
非
正
規
雇
用
の
領
域
で
は
、
具
体
的
な
請
求
を
す
る
に
当
た
っ
て
、

労
働
紛
争
仲
裁
機
関
へ
の
仲
裁
申
立
手
続
の
利
用
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
書
面
化
が
ど
の
程
度
定
着
し
て
い
る
か
は
、
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
。

２

民
事
的
制
裁
に
よ
る
労
働
法
規
制
の
実
効
性

⑴

労
働
契
約
法
」
所
定
の
民
事
的
制
裁

中
国
で
は
、
労
働
法
上
課
さ
れ
た
一
定
の
使
用
者
の
義
務
に
対
す
る
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
罰
則
等
の
他
に
、
使
用
者
か
ら
労
働
者

に
金
銭
支
払
い
を
義
務
付
け
る
仕
組
み
が
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
①
労
働
契
約
所
定
の
賃
金
、
②
最
低
賃
金
に
違
反
す
る
場
合
の
そ
の
差

額
賃
金
、
③
未
払
い
の
時
間
外
・
休
日
・
法
定
休
暇
日
の
労
働
に
対
す
る
手
当
（
割
増
賃
金
）、
④
労
働
契
約
の
解
約
・
終
了
に
際
し
て
の
経

済
補
償
金
に
つ
い
て
、
未
払
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
未
払
金
に
加
え
て
、
未
払
金
の
額
の
五
〇
〜
一
〇
〇
％
の
基
準
で
、
労
働
行
政
部

門
ま
た
は
裁
判
所
は
、
使
用
者
に
対
し
て
、
労
働
者
に
「
賠
償
金
」
を
追
加
し
て
支
払
う
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（

労
働
契
約
法
」

八
五
条
等
）。
こ
の
他
、
法
所
定
の
試
用
期
間
の
上
限
を
超
え
て
労
働
者
を
働
か
せ
た
場
合
（
同
法
八
三
条
）
に
も
「
賠
償
金
」
の
支
払
が

命
じ
ら
れ
る
旨
の
定
め
が
あ
り
、
ま
た
、
違
法
な
解
雇
を
し
た
場
合
（
八
七
条
）
に
は
、
経
済
補
償
金23

）の
倍
額
支
払
が
定
め
ら
れ
て
い
る24

）。
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本
稿
で
検
討
し
た
懲
罰
的
な
二
倍
賃
金
支
払
制
度
も
、
こ
う
し
た
「
労
働
契
約
法
」
上
の
「
法
律
責
任
」
と
し
て
、
法
の
実
効
性
を
高
め

る
た
め
の
手
法
で
あ
る
。
労
働
法
の
規
制
を
義
務
付
け
る
手
法
と
し
て
、
行
政
的
な
監
督
や
指
導
及
び
罰
則
（
刑
事
罰
）
や
過
料
（
行
政

罰
）
と
い
っ
た
公
法
的
制
裁
に
加
え
て
、
具
体
的
な
法
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
、
使
用
者
か
ら
労
働
者
に
対
し
て
、
懲
罰
的
な
金
銭
の
支

払
を
義
務
付
け
る
手
法
は
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
未
払
い
時
間
外
手
当
等
に
対
す
る
「
賠
償
金
」
の
仕
組
み
に
つ
い
て

は
、
日
本
よ
り
も
割
増
率
の
高
い
割
増
賃
金
と
「
賠
償
金
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
長
時
間
労
働
の
規
制
が
期
待
さ
れ
る
が
、
労
働
時
間

規
制
の
ほ
う
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い25

）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
で
は
、

二
倍
賃
金
」
や
「
賠
償
金
」
を
「
法
律
責
任
」
と
位
置
付
け
た
う
え
で
、
そ
の
性
質
を
「
懲
罰
的
な
」

金
銭
と
理
解
し
て
お
り
、
単
な
る
損
害
賠
償
（
損
害
の
填
補
）
と
は
捉
え
て
い
な
い
。

⑵

日
本
法
へ
の
示
唆

こ
う
し
た
民
事
的
制
裁
を
通
じ
た
法
規
制
の
実
効
性
確
保
手
段
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
、
労
基
法
一
一
四
条
や
船
員
法
一
一
六
条
に
お

い
て
、
付
加
金
の
仕
組
み
が
あ
り
、
特
に
、
未
払
い
時
間
外
労
働
手
当
の
請
求
事
件
に
お
い
て
、
大
き
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
労
基
法

上
の
付
加
金
に
つ
い
て
は
、

制
裁
」
と
し
て
の
性
質
と
「
損
害
の
填
補
」
の
性
質
が
あ
る
と
さ
れ
る
が26

）、
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い27

）。

し
か
し
、
民
事
的
な
制
裁
の
手
法
は
、
労
働
者
が
使
用
者
の
義
務
違
反
や
違
法
行
為
を
追
及
す
る
誘
因
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
公

法
的
な
規
制
で
は
実
現
で
き
な
い
効
果
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
で
、
中
国
で
は
、
こ
う
し
た
民
事
的
制
裁
の
手
法
が
広
く
取
り
入

れ
ら
れ
て
お
り
、
労
働
基
準
へ
の
違
反
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
働
契
約
上
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
も
、
倍
額
支
払
等
の
手
段
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
日
本
で
は
、
付
加
金
制
度
が
こ
う
し
た
機
能
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
は
広
く
な
い
上
、
判
例
上
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
そ
の

実
効
性
が
限
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
時
間
労
働
に
つ
い
て
、
罰
則
付
き
の
上
限
規
制
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
（
公
法
的
規
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制
の
強
化
）、
割
増
賃
金
の
割
増
率
を
引
き
上
げ
た
り
、
算
定
基
礎
に
賞
与
を
組
み
込
ん
だ
り
す
る
な
ど
の
手
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
時

間
外
・
深
夜
・
休
日
労
働
に
対
す
る
コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
通
じ
て
（
民
事
的
制
裁
の
強
化
）、
使
用
者
に
長
時
間
労
働
の
抑
制
を
促

す
こ
と
も
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る28

）。
加
え
て
、
付
加
金
の
機
能
（
判
例
法
理
）
を
見
直
す
こ
と
も
検
討
課
題
と
い
え
る29

）。

【
付
記
】

本
稿
は
、
名
古
屋
大
学
国
際
経
済
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
会
（
ア
ジ
ア
・
リ
バ
ー
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
と
共
催
）
で
、
二
〇
一

七
年
三
月
三
日
に
行
っ
た
報
告
を
基
に
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
屋
信
彦
先
生
（
名
古
屋
大
学
）、
彭
光
華
先
生
（
中
国
人
民
大

学
）
ほ
か
、
研
究
会
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
こ
こ
で
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
院
附
属
国
際
経
済
政
策
セ
ン
タ
ー
の
国
内
客
員
研
究
員
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日

か
ら
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
）
と
し
て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
名
古
屋
大
学
で
の
研
究
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
同
セ
ン

タ
ー
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

１
）

中
窪
裕
也
『
ア
メ
リ
カ
労
働
法
（
第
二
版
）』

弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
二
九
九
頁
参
照
。

２
）

荒
木
尚
志
‖
山
川
隆
一
‖
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
編
『
諸
外
国
の
労
働
契
約
法
制
』

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
二
〇
〇
六
年
）
八
二
頁
参

照
。

３
）

荒
木
ほ
か
・
前
掲
『
諸
外
国
の
労
働
契
約
法
制
』
二
二
七
頁
参
照
。

４
）

荒
木
ほ
か
・
前
掲
『
諸
外
国
の
労
働
契
約
法
制
』
二
八
六
頁
参
照
。

５
）

労
基
法
一
五
条
一
項
違
反
に
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
同
一
二
〇
条
）
が
科
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
刑
罰
が
科

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
パ
ー
ト
労
働
法
の
労
働
条
件
通
知
書
交
付
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
刑
事
罰
で
は
な
く
、
行
政
罰
（
過
料
、
一
〇
万
円
以

下
）
が
課
さ
れ
る
。

６
）

損
害
賠
償
の
場
合
に
は
、
具
体
的
に
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
と
損
害
額
等
の
立
証
が
必
要
に
な
る
。
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７
）

固
定
工
制
度
に
つ
い
て
は
、
山
下
昇
『
中
国
労
働
契
約
法
の
形
成
』

信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
頁
以
下
、
山
下
昇
‖

敏
編
著
『
変
容
す
る

中
国
の
労
働
法
』

九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
八
七
頁
以
下
、
高
見
澤
麿
‖
鈴
木
賢
編
『
要
説
中
国
法
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）

三
三
四
頁
以
下
（
山
下
昇
執
筆
）
参
照
。

８
）

王
全
興
‖
粟

「
用
人
単
位
違
法
不
訂
立
書
面
労
働
契
約
的
〞
二
倍
工
資
〝
上
款
分
析
」
法
学
二
〇
一
二
年
第
二
期
六
五
頁
参
照
。

９
）

敏
「
中
国
に
お
け
る
書
面
労
働
契
約
制
度
と
労
働
契
約
論
の
課
題
」
季
刊
労
働
法
二
二
四
号
一
三
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

10
）

国
家
法
官
学
院
案
例
開
発
研
究
中
心
編
『
中
国
法
院
二
〇
一
六
年
度
案
例
（
労
動
糾
紛
）』

中
国
法
制
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
九
三
頁
参
照
。

11
）

全
国
人
大
常
委
委
員
、
財
経
委
副
主
任
委
員
烏
日
図
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
「
切
実
維
護
労
資
双
方
合
法
権
益
」

二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
、

h
ttp
: //cp

c.p
eo
p
le.co

m
.cn
/G
B
/64093 /64387 /15382817.h

tm
l

）

12
）

信
春
鷹
主
編
『
中
華
人
民
共
和
国
労
働
合
同
用
及
実
施
条
例
解
読
』

中
国
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
五
二
頁
参
照
。

13
）

経
済
補
償
金
の
金
額
は
、
勤
続
年
数
一
年
に
つ
き
、
一
か
月
分
の
賃
金
相
当
額
で
、
六
か
月
以
上
一
年
未
満
の
期
間
に
つ
い
て
は
一
年
と
し
て
算
定

す
る
。
当
該
労
働
者
が
、
同
地
域
の
平
均
賃
金
の
三
倍
以
上
の
賃
金
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
補
償
金
の
算
定
基
礎
は
、
同
地
域
の
平
均
賃
金
の
三
倍
相

当
額
と
し
、
経
済
補
償
金
の
上
限
は
、
一
二
か
月
分
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
（
四
七
条
二
項
）。
経
済
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
山
下
昇
「
中
国
に
お
け
る
労

働
法
違
反
に
対
す
る
使
用
者
へ
の
制
裁
」
労
働
法
律
旬
報
一
七
七
九
号
二
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
オ
ラ
ン
ゲ
レ
ル
「
中
国
法
に
お
け
る
解
雇
の
金
銭
解

決
」
季
刊
労
働
法
二
五
二
号
二
〇
〇
頁
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

14
）

注

13
）の
通
り
、

労
働
契
約
法
」
上
の
一
定
の
終
了
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
使
用
者
は
、
勤
続
六
か
月
未
満
の
労
働
者
に
対
し
て
、
一
か

月
分
の
賃
金
相
当
額
の
経
済
補
償
金
の
支
払
い
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
（
四
六
条
・
四
七
条
）、

実
施
条
例
」
五
条
は
、

労
働
法
」
や
「
労
働
契
約

法
」
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
特
別
な
労
働
契
約
の
終
了
事
由
を
定
め
て
お
り
、
経
済
補
償
金
の
支
払
い
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

15
）

日
本
の
場
合
、
部
長
と
い
う
地
位
と
と
も
に
取
締
役
を
兼
務
す
る
と
き
に
は
、
法
律
上
は
、
委
任
契
約
と
な
り
、
労
働
契
約
（
労
働
者
性
）
が
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
、
実
態
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
）。

16
）

国
家
法
官
学
院
案
例
開
発
研
究
中
心
編
『
中
国
法
院
二
〇
一
四
年
度
案
例
（
労
動
糾
紛
）』

中
国
法
制
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
五
六
頁
参
照
。

17
）

前
掲
注

10
）『
中
国
法
院
二
〇
一
六
年
度
案
例
（
労
動
糾
紛
）』
九
六
頁
参
照
。

18
）

こ
の
点
で
は
、
期
間
の
定
め
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
法
定
の
解
雇
事
由
が
求
め
ら
れ
る
が
、
有
期
労
働
契
約
の
場
合
に
は
、
期
間
満
了
と
い
う
正
当

な
終
了
事
由
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

労
働
契
約
法
」
に
お
け
る
解
雇
規
制
に
つ
い
て
は
、
山
下
‖

・
前
掲
注

７
）『
変
容
す
る
中
国
の
労
働
法
』
九

二
頁
以
下
参
照
。

19
）

王
‖
粟
・
前
掲
注

８
）七
一
頁
参
照
。

20
）

国
家
法
官
学
院
案
例
開
発
研
究
中
心
編
『
中
国
法
院
二
〇
一
五
年
度
案
例
（
労
動
糾
紛
）』

中
国
法
制
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
七
頁
参
照
。
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21
）

例
え
ば
、
日
本
の
労
基
法
は
、
同
法
上
の
請
求
権
等
に
つ
い
て
二
年
間
（
退
職
手
当
は
五
年
）
の
時
効
を
設
け
、
同
法
一
一
四
条
の
付
加
金
に
つ
い

て
は
、
二
年
間
の
除
斥
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

22
）

前
掲
注

10
）『
中
国
法
院
二
〇
一
六
年
度
案
例
（
労
動
糾
紛
）』
二
三
〇
頁
参
照
。

23
）

経
済
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
注

13
）参
照
。

24
）

詳
し
く
は
、
山
下
・
前
掲
注

13
）「
中
国
に
お
け
る
労
働
法
違
反
に
対
す
る
使
用
者
へ
の
制
裁
」
三
〇
頁
以
下
参
照
。

25
）

山
下
昇
「
中
国
に
お
け
る
労
働
時
間
・
休
憩
休
日
・
時
間
外
労
働
の
法
規
制
」
労
働
法
律
旬
報
一
七
六
二
号
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

26
）

裁
判
手
数
料
還
付
申
立
事
件
・
最
三
小
決
平
二
七
・
五
・
一
九
民
集
六
九
巻
四
号
六
三
五
頁
参
照
。

27
）

山
下
昇
「
付
加
金
の
判
例
法
理
の
検
討
」
法
政
研
究
八
一
巻
四
号
三
四
七
頁
（
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

28
）

前
掲
医
療
法
人
康
心
会
事
件
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
、
厚
労
省
は
、
平
成
二
九
年
七
月
三
一
日
付
け
基
監
発
〇
七
三
一
第
一
号
「
時
間
外
労
働
等
に

対
す
る
割
増
賃
金
の
適
切
な
支
払
い
の
た
め
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
を
通
達
し
、
時
間
外
労
働
等
に
対
す
る
割
増
賃
金
を
基
本
給
や
諸
手
当
に
あ
ら
か

じ
め
含
め
て
支
払
っ
て
い
る
場
合
の
留
意
事
項
と
し
て
、
通
常
の
労
働
時
間
の
賃
金
に
当
た
る
部
分
と
割
増
賃
金
に
当
た
る
部
分
を
明
確
に
区
分
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
る
か
確
認
す
る
と
と
も
に
、
労
働
時
間
を
適
正
把
握
し
て
い
る
か
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
、
労
働
時
間
の
適
正
管
理
の
徹
底
を
図
っ
て
い

る
。

29
）

山
下
昇
「
社
会
法
判
例
研
究
・
付
加
金
請
求
に
関
す
る
還
付
請
求
と
付
加
金
制
度
の
目
的
」
法
政
研
究
八
四
巻
二
号
二
三
三
頁
（
二
〇
一
七
年
）
参

照
。
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